
 令和６年度予算額 千円
（前年度予算額 千円）

令和5年11月末時点における想定人数

※生活保護の認定を受けている場合は、これまでどおり保護費から給食費が支払われます。

新宿区立学校就学者
（13,030人）

私立学校就学者等
（4,925人）

他自治体立学校（62人）
※小学校28人、中学校34人

その他（703人）
※小学校316人、中学校387人

各種学校等（463人）
※小学校209人、中学校254人

都立学校（221人）
※小学校100人、中学校121人

国立学校（273人）
※小学校123人、中学校150人

私立学校（3,203人）
※小学校1,441人、中学校1,762人小学校

（10,192人）

中学校
（2,806人）

特別支援学校
（32人）

新 宿 区

『 新 宿 力 』 で 創 造 す る
令 和 ６ 年 第 １ 回 区 議 会 定 例 会
新 宿 区 長 定 例 記 者 会 見 資 料

やすらぎとにぎわいのまち新宿
令 和 6 年 2 月 2 日

【対象者イメージ】

取 材 先 教育委員会事務局学校運営課長　　内野　（電話 03-5273-3086）

事 業 名

予 算 額
0

(新規）
1,230,352

学校給食費等助成

令和６年４月から

学 校 給 食 費 を

無 償 化 し ま す ！
令和６年４月から、区立学校の給食費を無償化するとともに、私立学校就学者等への給食費相当額の支給を実施することにより、

全ての子育て世帯を対象にさらなる負担軽減を図ります。

（１）新宿区立学校就学者（対象者概数：約13,000人）

以下の要件に該当する方が対象です。

○ 令和６年度に新宿区立の小学校、中学校、特別支援学校に在籍する

お子さん（※）

※ 他区在住で、新宿区立学校に在籍しているお子さんも対象です。

（２）私立学校就学者等（対象者概数：約5,000人）

以下の要件全てに該当する方が対象です。

○ 上記（１）を除く令和６年度の小学校１年生から中学校３年生の学齢

のお子さん

○ 新宿区の住民基本台帳に記載されていること

※ DV等の特別な事情があり新宿区に住民基本台帳の情報がない方も対象です。

（１）新宿区立学校就学者（無償化）

保護者からの給食費の徴収を行わず、全額公費負担とします。

教育委員会事務局から学校口座に給食費を振り込みます。

（２）私立学校就学者等（給付金）

新宿区立学校の給食費相当額を年３回に分けて支給します。

令和６年５月に教育委員会事務局から対象者に対してお知らせを送付します。

※給付金支給には手続きが必要です。

保護者

12億3,035万2千円
（１）無償化 8億7,155万5千円

（２）給付金 3億5,879万7千円

【内訳】小学校 6億4,817万5千円

中学校 2億2,056万6千円

特別支援学校 281万4千円

１ 対 象 者 ２ 支給方法

３ 経 費

徴収しない

支給額（給食費相当額）

・小学生：年間51,000円

・中学生：年間63,000円

学校 教育委員会事務局

給食費

お知らせ

給付金支給

給 食 費

手続き

保護者 教育委員会事務局


